
継手位置の検討方法 
構造計算ルート・塑性ヒンジ領域・部材種別は、構造図を確認するか構造設計者に確認して

ください。継手業者が継手位置を決定しているわけではありません。その為、継手業者では

判断ができません。 

 

 

 

 

ルートⅠ ルートⅡ ルートⅢ 

構造計算ルートの確認 

継手位置の制限無 継手位置の制限有 

塑性ヒンジ領域の確認 

塑性ヒンジ領域外 塑性ヒンジ領域内 

継手位置の制限無 全数継手で部材種別が FA・FB の場合継手不可 

半数継手で部材種別が、FA の場合継手不可 

※部材種別の検討は、構造計算適合性判定後にはできません。 
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